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武 蔵 溝 ノ 口 駅 の 指 定 喫 煙 場 所 が 変 わ り ま す

 
 武 蔵 溝 ノ 口 駅 第 １ ・ 第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 （ 平 成 ２ ３ 年 設 置 ） に お き ま し て は 、 市
民 の 方 か ら 煙 の 拡 散 等 に つ い て 多 く の 御 意 見 を い た だ い て い る 状 況 で す 。  

こ う し た 状 況 か ら 、 こ の た び 第 １ 指 定 喫 煙 場 所 （ デ ッ キ 下 ） に つ い て は 、 厚 生
労 働 省 か ら 示 さ れ た 「 屋 外 分 煙 施 設 に お け る 技 術 的 留 意 事 項 」 に 基 づ く 改 修 を 行
う と と も に 、 第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 （ デ ッ キ 上 ） に つ い て は 、 今 後 の 川 崎 市 市 制 １ ０
０ 周 年 記 念 事 業 等 の 実 施 に 向 け て 、 撤 去 す る こ と と い た し ま し た の で お 知 ら せ し
ま す 。  
 
【 概 要 】  
１  第 １ 指 定 喫 煙 場 所 （ デ ッ キ 下 ） の 改 修 ・ 拡 張 工 事  

工 事 開 始 日 ： 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 （ 土 ） ≪ 予 定 ≫  
※ 工 事 期 間 中 は 、 第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 （ デ ッ キ 上 ） を 御 利 用 い た だ

く こ と に な り ま す 。  
供 用 開 始 日 ： 令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日 （ 金 ） ≪ 予 定 ≫  

（ １ ） 喫 煙 ス ペ ー ス 全 体 を パ ー テ ー シ ョ ン で 囲 み 、 パ ー テ ー シ ョ ン に は 傾 斜 を つ
け た 屋 根 を 増 設 す る こ と で 高 さ を ２ ． ５ ｍ 以 上 と す る 。  

（ ２ ） 出 入 口 に ク ラ ン ク を 増 設 し 煙 の 拡 散 を 防 止 す る 。  
（ ３ ） 第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 の 喫 煙 ス ペ ー ス に 相 当 す る 面 積 分 を 拡 張 す る 。  

 
２  第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 （ デ ッ キ 上 ） の 撤 去  
 第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 に つ い て は 、 第 １ 指 定 喫 煙 場 所 の 改 修 ・ 拡 張 工 事 完 了 後 に 撤
去 い た し ま す 。 ６ 月 ２ ９ 日 （ 土 ） よ り 利 用 が で き な く な り ま す 。  
 
〈 第 １ 指 定 喫 煙 場 所 完 成 イ メ ー ジ 〉  

【 改 修 前 】 第 １ 指 定 喫 煙 場 所 （ 面 積 ２ ７ ． １ ４ ㎡ ）  
第 ２ 指 定 喫 煙 場 所 （ 面 積 ２ ８ ． ７ ５ ㎡ ）  合 計 面 積 ５ ５ ． ８ ９ ㎡  

【 改 修 後 】 第 １ 指 定 喫 煙 場 所 （ 面 積 ５ ８ ． ５ ５ ㎡ ）  

【 問 合 せ 先 】  
 川 崎 市 市 民 文 化 局  

市 民 生 活 部 地 域 安 全 推 進 課  山 根  
電 話  ０ ４ ４ − ２ ０ ０ − ２ ３ ５ ４  

 


